
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（諸収入）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

～

可能県民との協働による実施：

（指摘事項等） （対応）

人権侵犯事件新規受理件数 436件(H23)　→　現状以下
（設定理由：人権侵犯事件数が人権が尊重されている状況を示す指標であるため）

22,980 13,578 0

（予算案）

合計

H25 H26

（当初）

26要求 26予算案 成果目標の達成状況

人権侵犯事件新規
受理件数

430件
程度

436件
以下

H27
目標

事業番号 02 08 03 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 人権啓発センター事業 担
当
課

部局 企画部

課・室 人権・男女共同参画課

総合５か
年計画

プロジェクト  E-mail jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
２－２ 協働、人権尊重、男女共同参画社会の実現

２　人権が尊重される社会づくり 実施期間 H12

目指す姿

現状
○人権学習会(出前講座)を41回実施(H24)、人権啓発ビデオを11,448人(H24)が視聴するなど、人権尊重意識の高揚に努めている。
○多様な人権課題に対応した取組が求められている。

県が関与
する理由

人権相談や人権学習会への講師派遣、巡回パネル展の実施等を通じ、県民一人ひとりの人権尊重意識の高揚を図り、「人権が尊重さ
れる長野県」を目指す。

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

県は国・市町村と連携を図りながら、地域の実情を踏まえ人権啓発を行う責務を有している。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、長野県人権政策推進基本方針
人権啓発地方委託要綱

直接 22,980 13,578

・人権に関する総合相談
・人権学習会への講師派遣
・巡回パネル展の実施
・人権啓発パネル、ＤＶＤの貸出し

補正予算

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容
（要求）

人権啓発センター事業

23年度 24年度 25年度

H26

Aの
財源

1,808 1,980

当初予算 14,378 15,231 22,980予
算
額

前年度繰越

13,578

合計（A) 15,231 22,980

1,789 1,668

14,378

目標 成果 達成状況
項目

H25末
（見込）

13,578 0

12,514 13,194 21,142 11,871 0

3956 57 49

概　算
人件費

0.50 0.50 0.50 0.50

4,129

13,640 14,657

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 17,769 18,786 27,109 17,707

4,129 4,129 4,129 0

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円）

mailto:jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

